
17　　広報 YOSHINO 広報 YOSHINO　　16電話番号の市外局番の表記がないものは、0746です。

　

令
和
8
年
３
月
３１
日
ま
で
有
効
期
限
の
あ

　

る
も
の
、前
記
期
限
ま
で
に
有
効
期
限
が

　

到
達
す
る
場
合
は
、新
許
可
証
の
写
し
を

　

速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
。

●
特
定
建
設
業
の
許
可
書（
写
し
）

　

特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
お
ら
れ
る

　

場
合
の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
吉
野
町
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ

　

入
力
表（
建
設
工
事
）

泫「
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
」へ
の
加
入

　
　

及
び
工
事
情
報
サ
ー
ビ
ス【
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｎ

　
　

Ｓ（
請
負
額
5
0
0
万
円
以
上
）】へ
の
登

　
　

録
を
落
札
者
に
は
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

【
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
】

●
一
般
競
争（
指
名
競
争
）参
加
資
格
審
査
申

　

請
書

　

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式

　
「
様
式
①
」「
様
式
①
‐
２
」「
様
式
①
‐
３
」

　
「
様
式
②
業
態
調
書
」。

●
技
術
者
経
歴
書

　

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式
。

●
登
録
証
明
書
等（
写
し
）

●
吉
野
町
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ

　

入
力
表（
測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
）

【
物
品
等
】

●
一
般
競
争（
指
名
競
争
）参
加
資
格
審
査
申

　

請
書

　

吉
野
町
指
定
様
式

●
営
業
許
可・認
可
等
の
証
明
等（
写
し
）

　

※
法
令
の
規
定
に
よ
る
営
業
上
の
許
可
・

　
　

認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合

●
財
務
諸
表
※
申
請
時
に
最
も
近
い
時
期
の

　

も
の
１
年
分

　
（
法
人
の
場
合
）

　
　

①
貸
借
対
照
表

　
　

②
損
益
計
算
書

・
納
税
証
明
書（
そ
の
３
の
２
、そ
の
３
の

　
　

３
で
も
可
。）吉
野
税
務
署
で
交
付
。

　

※
申
請
日
の
３
ヵ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た

　
　

も
の
。

●
同
意
書【
吉
野
町
公
共
料
金
等（
使
用
料
・

　

手
数
料
・
保
険
料
）完
納
確
認
の
調
査
同
意

　

書
】法
人
の
場
合
は
、商
号
又
は
名
称
欄
も

　

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
誓
約
書

●
受
領
書

　

吉
野
町
指
定
様
式

●
８4
円
切
手
を
貼
っ
た
封
筒

　
《
返
信
先
の
住
所・名
称
等
を
記
載
し
た
封

　

筒
で
サ
イ
ズ
は
長
形
３
号
以
下
》

　

※
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
、後
日「
入
札
参

　
　

加
資
格
確
認
通
知
書
」に
て
申
請
者
に

　
　

通
知
し
ま
す
。送
付
先
を
必
ず
記
入
し

　
　

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

【
建
設
工
事
】

●
一
般
競
争（
指
名
競
争
）参
加
資
格
審
査
申

　

請
書

　

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式

　
「
様
式
①
」「
様
式
③
ー

２
業
態
調
書
」

●
経
営
事
項
審
査
通
知
書（
写
し
）

　

令
和
4
年
１０
月
１
日
か
ら
令
和
5
年
９
月

３０
日
の
間
に
審
査
基
準
日
を
有
す
る
も
の
。

（
複
数
あ
る
場
合
は
、そ
の
う
ち
最
新
の
も

　

の
）　

泫
有
効
期
限
が
切
れ
た
場
合
は
、入
札
参

加
資
格
が
無
く
な
り
ま
す
の
で
、継
続

的
に
審
査
を
受
け
て
写
し
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●
工
事
経
歴
書（
写
し
）

　

建
設
業
法
施
行
規
則
第
２
条
で
定
め
る
別

　

記
様
式
第
２
号
若
し
く
は
第
２
号
の
２
。

●
建
設
業
の
許
可
証（
写
し
）

　
　

③
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
等

　
（
個
人
の
場
合
）

・
青
色
申
告　

　
　

①
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し

　
　

②
青
色
申
告
決
算
書
の
写
し

・
白
色
申
告　

　
　

①
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し

●
組
合
員
名
簿　

　

協
同
組
合
で
申
請
す
る
場
合
に
提
出
し
て

　

く
だ
さ
い
。

●
定
款
の
写
し　

　

公
益
法
人
、合
同
会
社
の
場
合
は
、定
款
の

　

写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
吉
野
町
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ

　

入
力
表（
物
品
等
）

※
吉
野
町
指
定
様
式
等
は
、吉
野
町
総
務
課

で
配
布
ま
た
は
、吉
野
町
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（https://w
w
w
.tow

n.yoshino.nara.
jp/

）で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

９
．提
出
部
数　

　

１
部

10
．提
出
形
態

提
出
書
類
は
Ａ
４
版（
ク
リ
ッ
プ
止
め
）と

し
ま
す
。

11
．有
効
期
間

令
和
6
・
7
年
度
で
、中
間
年
で
の
追
加
受

付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

12
．お
問
い
合
わ
せ

　

〒
6
3
9
‐
3
1
9
2　

　

奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
上
市
8
0
‐
1

　

吉
野
町　

総
務
課　

   

入
札
参
加
資
格
審
査
係（
内
線
2
1
6
）

℡（
32
）３
０
８
１　

ＦＡＸ（
32
）８
８
５
５ 

７
．申
請
方
法

持
参
に
限
る（
内
容
に
つ
い
て
説
明
で
き
る

方
が
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）。

８
．提
出
書
類

【
共
通
】

●
営
業
所
一
覧
表（
本
店
の
み
の
場
合
は
不
要
）

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式

●
委
任
状（
支
店
等
に
契
約
権
限
等
を
委
任

す
る
場
合
）

●
使
用
印
鑑
届（
契
約
・
請
求
等
に
使
用
す
る

印
鑑
）

吉
野
町
指
定
様
式

●
印
鑑
証
明
書【
原
本（
※
他
の
業
種
を
申
請

さ
れ
る
場
合
は
ど
ち
ら
か
一
方
写
し
可
）】

　

※
申
請
日
の
３
ヵ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た

　
　

も
の
。

●
Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
登
録
証
明
書（
写
し
）

　

※
取
得
者
の
み

●
商
業
登
記
簿
謄
本【
法
人
の
場
合（
写
し
可
）】

　

※
申
請
日
の
３
ヵ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た

　
　

も
の
。

●
町
税（
国
保
税
を
含
む
。）の
納
税
証
明
書

【
原
本（
※
他
の
業
種
を
申
請
さ
れ
る
場
合

　

は
ど
ち
ら
か
一
方
写
し
可
）】

・
納
付
す
べ
き
町
税
及
び
国
保
税
に
つ
い

　
　

て
滞
納
が
な
い
証
明
。

・
法
人
の
場
合
は
、そ
の
法
人
並
び
に
代

　
　

表
者
に
か
か
る
納
税
証
明
。

　

※
役
場
税
務
収
納
課（
窓
口
③
）で
交
付

●
消
費
税
の
納
税
証
明
書【
未
納
が
な
い
証

　

明（
写
し
可
）】

　
　

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、こ
れ
ら
を
得

　
　

て
い
な
い
者

　

④
直
前
２
年
の
事
業
年
度
に
お
い
て
、営

　
　

業
実
績
を
有
し
て
い
な
い
者

　

⑤
町
税
及
び
町
に
か
か
わ
る
使
用
料
・
手

　
　

数
料
・
保
険
料
を
完
納
し
て
い
な
い
者

　

⑥
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
完
納
し
て

　
　

い
な
い
者

　

⑦
申
請
時
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
　

事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ア　

役
員
等
【
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員

（
非
常
勤
の
者
を
含
む
。）、支
配
人
及

び
支
店
又
は
営
業
所（
常
時
物
品
購
入

等
契
約
に
関
す
る
業
務
を
行
う
事
務
所

を
い
う
。以
下
同
じ
。）の
代
表
者
を
、

個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
、支
配
人
及

び
支
店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。】が
暴
力
団
員【
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下「
法
」と
い
う
。）第
二
条
第
六
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。以
下

同
じ
。】で
あ
る
と
き
。

イ　

暴
力
団（
法
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関

与
し
て
い
る
と
き
。

ウ　

役
員
等
が
、そ
の
属
す
る
法
人
、自

己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を

図
る
目
的
で
、又
は
第
三
者
に
損
害
を

与
え
る
目
的
で
、暴
力
団
又
は
暴
力
団

員
を
利
用
し
て
い
る
と
き
。

エ　

役
員
等
が
、暴
力
団
又
は
暴
力
団

員
に
対
し
て
資
金
等
を
提
供
し
、又
は

便
宜
を
供
与
す
る
等
直
接
的
若
し
く
は

　
　

者
）　

　

②
測
量
業
者（
測
量
法
に
よ
る
登
録
業
者
）

　

③
建
築
設
計
業
者（
建
築
士
法
に
よ
る
登

　
　

録
業
者
）

　

④
地
質
調
査
業
者（
地
質
調
査
業
者
登
録

　
　

規
程
に
よ
る
登
録
業
者
）

　

⑤
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者（
補
償
コ
ン

　
　

サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
に
よ
る
登
録
業

　
　

者
）

　

⑥
そ
の
他（
①
〜
⑤
以
外
で
調
査
業
務
等

　
　

に
つ
い
て
営
業
す
る
者
）

◆
物
品
の
納
入
業
者
等

本
店
を
町
内
に
有
す
る
業
者
で
次
に
掲
げ

る
業
者

　

①
物
品
の
製
造・販
売
業
者

　

②
役
務
の
提
供
業
者

　

③
そ
の
他
の
業
者

２
．競
争
入
札
参
加
資
格
が

　
　

  

得
ら
れ
な
い
場
合（
欠
格
要
件
）

以
下
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、入
札
参
加

資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

①
当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る

　
　

能
力
を
有
し
な
い
者
又
は
破
産
手
続

　
　

き
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得

　
　

な
い
者

　

②
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、そ
の

　
　

処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
い

　
　

な
い
者

　

③
営
業
に
関
し
、許
可
、認
可
等
を
必
要

令
和
6
・
7
年
度　

建
設
工
事
等

（
町
内
業
者
用
）

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領

積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
及
び
運
営

に
協
力
し
、又
は
関
与
し
て
い
る
と
き
。

オ　

ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ

か
、役
員
等
が
、暴
力
団
又
は
暴
力
団

員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関

係
を
有
し
て
い
る
と
き
。

３
．申
請
業
種

◆
建
設
業
者

経
営
事
項
審
査
業
種
の
中
か
ら
６
業
種
以

内
に
限
り
ま
す
。

希
望
業
種
に
つ
い
て
は
、「
吉
野
町
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ
入
力
表
」に
希

望
す
る
建
設
工
事
の
種
類
に
○
印
を
付
け

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

泫
総
合
評
定
値
通
知
書
に
お
け
る「
総
合

　
　

評
定
値
Ｐ
」に
評
定
点
が
な
い
も
の
に

　
　

つ
い
て
は
、入
札
参
加
を
希
望
す
る
こ

　
　

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

◆
測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
等

直
前
２
営
業
年
度（
令
和
4
・
5
年
度
）に

お
い
て
業
務
実
績
の
あ
る
業
種
に
限
り
ま

す
。

◆
物
品
の
納
入
業
者
等

物
品
等
営
業
種
目
区
分
表（
別
途
掲
載
参

照
）に
定
め
た
業
種（
中
分
類
）の
中
か
ら

複
数
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
．受
付
期
間

　

令
和
6
年
２
月
１
日
〜
２
月
２9
日

　
（
土・日
曜
日
、祝
祭
日
は
除
く
）

５
．受
付
時
間

９
時
〜
１7
時

６
．受
付
場
所

　

吉
野
町
役
場（
２
階
）総
務
課

令
和
6
・
7
年
度
に
吉
野
町
が
発
注
す
る
建

設
工
事
、測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業

務
及
び
物
品
の
購
入
等
の
競
争
入
札
に
参
加

し
よ
う
と
さ
れ
る
方
は
、次
の
と
お
り
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
申
請
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
名
簿
は
、

吉
野
町
長
部
局
を
は
じ
め
と
し
て
、教
育
委

員
会
、各
特
別
会
計
、公
社
及
び
吉
野
広
域

行
政
組
合
の
競
争
入
札
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

申
請
を
受
付
し
た
場
合
で
も
、必
ず
し
も
入

札
に
指
名
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
税
及
び
町
に
か
か
わ
る
使
用
料
・
手
数
料
・

保
険
料
に
つ
い
て
も
未
納
の
な
い
事
が
資
格

審
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

１
．申
請
資
格
及
び
対
象
者

吉
野
町
内
に
本
店
を
有
す
る
業
者

◆
建
設
業
者　

建
設
業
法
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
本

店
を
町
内
に
有
す
る
建
設
業
者
で
、令
和

4
年
１０
月
１
日
か
ら
令
和
5
年
９
月
３０
日

の
間
に
審
査
基
準
日（
決
算
日
）を
有
す
る

国
又
は
県
の
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い

る
も
の
に
限
り
ま
す
。

◆
測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
等

本
店
を
町
内
に
有
す
る
業
者
で
次
に
掲
げ

る
業
者

　

①
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者（
建
設
コ
ン

　
　

サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
に
よ
る
登
録
業

令
和
5
年
度
ま
で
の
町
県
民
税
、固
定

資
産
税（
償
却
資
産
）等
が
未
申
告
の
場

合
は
申
告
が
必
要
で
す
。
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令
和
8
年
３
月
３１
日
ま
で
有
効
期
限
の
あ

　

る
も
の
、前
記
期
限
ま
で
に
有
効
期
限
が

　

到
達
す
る
場
合
は
、新
許
可
証
の
写
し
を

　

速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
。

●
特
定
建
設
業
の
許
可
書（
写
し
）

　

特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
お
ら
れ
る

　

場
合
の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
吉
野
町
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ

　

入
力
表（
建
設
工
事
）

泫「
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
」へ
の
加
入

　
　

及
び
工
事
情
報
サ
ー
ビ
ス【
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｎ

　
　

Ｓ（
請
負
額
5
0
0
万
円
以
上
）】へ
の
登

　
　

録
を
落
札
者
に
は
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

【
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
】

●
一
般
競
争（
指
名
競
争
）参
加
資
格
審
査
申

　

請
書

　

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式

　
「
様
式
①
」「
様
式
①
‐
２
」「
様
式
①
‐
３
」

　
「
様
式
②
業
態
調
書
」。

●
技
術
者
経
歴
書

　

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式
。

●
登
録
証
明
書
等（
写
し
）

●
吉
野
町
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ

　

入
力
表（
測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
）

【
物
品
等
】

●
一
般
競
争（
指
名
競
争
）参
加
資
格
審
査
申

　

請
書

　

吉
野
町
指
定
様
式

●
営
業
許
可・認
可
等
の
証
明
等（
写
し
）

　

※
法
令
の
規
定
に
よ
る
営
業
上
の
許
可
・

　
　

認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合

●
財
務
諸
表
※
申
請
時
に
最
も
近
い
時
期
の

　

も
の
１
年
分

　
（
法
人
の
場
合
）

　
　

①
貸
借
対
照
表

　
　

②
損
益
計
算
書

・
納
税
証
明
書（
そ
の
３
の
２
、そ
の
３
の

　
　

３
で
も
可
。）吉
野
税
務
署
で
交
付
。

　

※
申
請
日
の
３
ヵ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た

　
　

も
の
。

●
同
意
書【
吉
野
町
公
共
料
金
等（
使
用
料
・

　

手
数
料
・
保
険
料
）完
納
確
認
の
調
査
同
意

　

書
】法
人
の
場
合
は
、商
号
又
は
名
称
欄
も

　

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
誓
約
書

●
受
領
書

　

吉
野
町
指
定
様
式

●
８4
円
切
手
を
貼
っ
た
封
筒

　
《
返
信
先
の
住
所・名
称
等
を
記
載
し
た
封

　

筒
で
サ
イ
ズ
は
長
形
３
号
以
下
》

　

※
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
、後
日「
入
札
参

　
　

加
資
格
確
認
通
知
書
」に
て
申
請
者
に

　
　

通
知
し
ま
す
。送
付
先
を
必
ず
記
入
し

　
　

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

【
建
設
工
事
】

●
一
般
競
争（
指
名
競
争
）参
加
資
格
審
査
申

　

請
書

　

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式

　
「
様
式
①
」「
様
式
③
ー

２
業
態
調
書
」

●
経
営
事
項
審
査
通
知
書（
写
し
）

　

令
和
4
年
１０
月
１
日
か
ら
令
和
5
年
９
月

３０
日
の
間
に
審
査
基
準
日
を
有
す
る
も
の
。

（
複
数
あ
る
場
合
は
、そ
の
う
ち
最
新
の
も

　

の
）　

泫
有
効
期
限
が
切
れ
た
場
合
は
、入
札
参

加
資
格
が
無
く
な
り
ま
す
の
で
、継
続

的
に
審
査
を
受
け
て
写
し
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●
工
事
経
歴
書（
写
し
）

　

建
設
業
法
施
行
規
則
第
２
条
で
定
め
る
別

　

記
様
式
第
２
号
若
し
く
は
第
２
号
の
２
。

●
建
設
業
の
許
可
証（
写
し
）

　
　

③
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
等

　
（
個
人
の
場
合
）

・
青
色
申
告　

　
　

①
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し

　
　

②
青
色
申
告
決
算
書
の
写
し

・
白
色
申
告　

　
　

①
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し

●
組
合
員
名
簿　

　

協
同
組
合
で
申
請
す
る
場
合
に
提
出
し
て

　

く
だ
さ
い
。

●
定
款
の
写
し　

　

公
益
法
人
、合
同
会
社
の
場
合
は
、定
款
の

　

写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
吉
野
町
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ

　

入
力
表（
物
品
等
）

※
吉
野
町
指
定
様
式
等
は
、吉
野
町
総
務
課

で
配
布
ま
た
は
、吉
野
町
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（https://w
w
w
.tow

n.yoshino.nara.
jp/

）で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

９
．提
出
部
数　

　

１
部

10
．提
出
形
態

提
出
書
類
は
Ａ
４
版（
ク
リ
ッ
プ
止
め
）と

し
ま
す
。

11
．有
効
期
間

令
和
6
・
7
年
度
で
、中
間
年
で
の
追
加
受

付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

12
．お
問
い
合
わ
せ

　

〒
6
3
9
‐
3
1
9
2　

　

奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
上
市
8
0
‐
1

　

吉
野
町　

総
務
課　

   

入
札
参
加
資
格
審
査
係（
内
線
2
1
6
）

℡（
32
）３
０
８
１　

ＦＡＸ（
32
）８
８
５
５ 

７
．申
請
方
法

持
参
に
限
る（
内
容
に
つ
い
て
説
明
で
き
る

方
が
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）。

８
．提
出
書
類

【
共
通
】

●
営
業
所
一
覧
表（
本
店
の
み
の
場
合
は
不
要
）

全
国
統
一
様
式
又
は
、吉
野
町
指
定
様
式

●
委
任
状（
支
店
等
に
契
約
権
限
等
を
委
任

す
る
場
合
）

●
使
用
印
鑑
届（
契
約
・
請
求
等
に
使
用
す
る

印
鑑
）

吉
野
町
指
定
様
式

●
印
鑑
証
明
書【
原
本（
※
他
の
業
種
を
申
請

さ
れ
る
場
合
は
ど
ち
ら
か
一
方
写
し
可
）】

　

※
申
請
日
の
３
ヵ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た

　
　

も
の
。

●
Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
登
録
証
明
書（
写
し
）

　

※
取
得
者
の
み

●
商
業
登
記
簿
謄
本【
法
人
の
場
合（
写
し
可
）】

　

※
申
請
日
の
３
ヵ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た

　
　

も
の
。

●
町
税（
国
保
税
を
含
む
。）の
納
税
証
明
書

【
原
本（
※
他
の
業
種
を
申
請
さ
れ
る
場
合

　

は
ど
ち
ら
か
一
方
写
し
可
）】

・
納
付
す
べ
き
町
税
及
び
国
保
税
に
つ
い

　
　

て
滞
納
が
な
い
証
明
。

・
法
人
の
場
合
は
、そ
の
法
人
並
び
に
代

　
　

表
者
に
か
か
る
納
税
証
明
。

　

※
役
場
税
務
収
納
課（
窓
口
③
）で
交
付

●
消
費
税
の
納
税
証
明
書【
未
納
が
な
い
証

　

明（
写
し
可
）】

　
　

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、こ
れ
ら
を
得

　
　

て
い
な
い
者

　

④
直
前
２
年
の
事
業
年
度
に
お
い
て
、営

　
　

業
実
績
を
有
し
て
い
な
い
者

　

⑤
町
税
及
び
町
に
か
か
わ
る
使
用
料
・
手

　
　

数
料
・
保
険
料
を
完
納
し
て
い
な
い
者

　

⑥
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
完
納
し
て

　
　

い
な
い
者

　

⑦
申
請
時
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
　

事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ア　

役
員
等
【
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員

（
非
常
勤
の
者
を
含
む
。）、支
配
人
及

び
支
店
又
は
営
業
所（
常
時
物
品
購
入

等
契
約
に
関
す
る
業
務
を
行
う
事
務
所

を
い
う
。以
下
同
じ
。）の
代
表
者
を
、

個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
、支
配
人
及

び
支
店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。】が
暴
力
団
員【
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下「
法
」と
い
う
。）第
二
条
第
六
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。以
下

同
じ
。】で
あ
る
と
き
。

イ　

暴
力
団（
法
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関

与
し
て
い
る
と
き
。

ウ　

役
員
等
が
、そ
の
属
す
る
法
人
、自

己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を

図
る
目
的
で
、又
は
第
三
者
に
損
害
を

与
え
る
目
的
で
、暴
力
団
又
は
暴
力
団

員
を
利
用
し
て
い
る
と
き
。

エ　

役
員
等
が
、暴
力
団
又
は
暴
力
団

員
に
対
し
て
資
金
等
を
提
供
し
、又
は

便
宜
を
供
与
す
る
等
直
接
的
若
し
く
は

　
　

者
）　

　

②
測
量
業
者（
測
量
法
に
よ
る
登
録
業
者
）

　

③
建
築
設
計
業
者（
建
築
士
法
に
よ
る
登

　
　

録
業
者
）

　

④
地
質
調
査
業
者（
地
質
調
査
業
者
登
録

　
　

規
程
に
よ
る
登
録
業
者
）

　

⑤
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者（
補
償
コ
ン

　
　

サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
に
よ
る
登
録
業

　
　

者
）

　

⑥
そ
の
他（
①
〜
⑤
以
外
で
調
査
業
務
等

　
　

に
つ
い
て
営
業
す
る
者
）

◆
物
品
の
納
入
業
者
等

本
店
を
町
内
に
有
す
る
業
者
で
次
に
掲
げ

る
業
者

　

①
物
品
の
製
造・販
売
業
者

　

②
役
務
の
提
供
業
者

　

③
そ
の
他
の
業
者

２
．競
争
入
札
参
加
資
格
が

　
　

  

得
ら
れ
な
い
場
合（
欠
格
要
件
）

以
下
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、入
札
参
加

資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

①
当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る

　
　

能
力
を
有
し
な
い
者
又
は
破
産
手
続

　
　

き
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得

　
　

な
い
者

　

②
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、そ
の

　
　

処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
い

　
　

な
い
者

　

③
営
業
に
関
し
、許
可
、認
可
等
を
必
要

令
和
6
・
7
年
度　

建
設
工
事
等

（
町
内
業
者
用
）

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領

積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
及
び
運
営

に
協
力
し
、又
は
関
与
し
て
い
る
と
き
。

オ　

ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ

か
、役
員
等
が
、暴
力
団
又
は
暴
力
団

員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関

係
を
有
し
て
い
る
と
き
。

３
．申
請
業
種

◆
建
設
業
者

経
営
事
項
審
査
業
種
の
中
か
ら
６
業
種
以

内
に
限
り
ま
す
。

希
望
業
種
に
つ
い
て
は
、「
吉
野
町
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
パ
ン
チ
入
力
表
」に
希

望
す
る
建
設
工
事
の
種
類
に
○
印
を
付
け

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

泫
総
合
評
定
値
通
知
書
に
お
け
る「
総
合

　
　

評
定
値
Ｐ
」に
評
定
点
が
な
い
も
の
に

　
　

つ
い
て
は
、入
札
参
加
を
希
望
す
る
こ

　
　

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

◆
測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
等

直
前
２
営
業
年
度（
令
和
4
・
5
年
度
）に

お
い
て
業
務
実
績
の
あ
る
業
種
に
限
り
ま

す
。

◆
物
品
の
納
入
業
者
等

物
品
等
営
業
種
目
区
分
表（
別
途
掲
載
参

照
）に
定
め
た
業
種（
中
分
類
）の
中
か
ら

複
数
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
．受
付
期
間

　

令
和
6
年
２
月
１
日
〜
２
月
２9
日

　
（
土・日
曜
日
、祝
祭
日
は
除
く
）

５
．受
付
時
間

９
時
〜
１7
時

６
．受
付
場
所

　

吉
野
町
役
場（
２
階
）総
務
課

令
和
6
・
7
年
度
に
吉
野
町
が
発
注
す
る
建

設
工
事
、測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業

務
及
び
物
品
の
購
入
等
の
競
争
入
札
に
参
加

し
よ
う
と
さ
れ
る
方
は
、次
の
と
お
り
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
申
請
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
名
簿
は
、

吉
野
町
長
部
局
を
は
じ
め
と
し
て
、教
育
委

員
会
、各
特
別
会
計
、公
社
及
び
吉
野
広
域

行
政
組
合
の
競
争
入
札
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

申
請
を
受
付
し
た
場
合
で
も
、必
ず
し
も
入

札
に
指
名
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
税
及
び
町
に
か
か
わ
る
使
用
料
・
手
数
料
・

保
険
料
に
つ
い
て
も
未
納
の
な
い
事
が
資
格

審
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

１
．申
請
資
格
及
び
対
象
者

吉
野
町
内
に
本
店
を
有
す
る
業
者

◆
建
設
業
者　

建
設
業
法
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
本

店
を
町
内
に
有
す
る
建
設
業
者
で
、令
和

4
年
１０
月
１
日
か
ら
令
和
5
年
９
月
３０
日

の
間
に
審
査
基
準
日（
決
算
日
）を
有
す
る

国
又
は
県
の
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い

る
も
の
に
限
り
ま
す
。

◆
測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
等

本
店
を
町
内
に
有
す
る
業
者
で
次
に
掲
げ

る
業
者

　

①
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者（
建
設
コ
ン

　
　

サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
に
よ
る
登
録
業

令
和
5
年
度
ま
で
の
町
県
民
税
、固
定

資
産
税（
償
却
資
産
）等
が
未
申
告
の
場

合
は
申
告
が
必
要
で
す
。




